
奈
良
県
告
示
第
百
二
十
八
号 

 

次

の

私

道

の

廃

止

は

�

建

築

基

準

法

�

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

一

号

�

第

四

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

禁

止

又

は

制

限

を

す

る

必

要

が

な

い

と

認

め

た

2 

 
 

令

和

六

年

六

月

二

十

八

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈

良

県

知

事 

山 

下 
 

真 
 

一 

廃

止

の

場

所

�

令

和

六

年

三

月

十

八

日

現

在

の

地

番

に

よ

る

2

� 

桜

井

市

大

字

大

福

三

〇

六

番

�

三

〇

七

番

一

及

び

三

〇

八

番

一 

二 

申

請

者

氏

名 

谷

奥

忠

嗣 

 

谷

一

木

材

株

式

会

社 
代

表

取

締

役 

谷

奥

康

太 

三 

申

請

者

住

所 

桜

井

市

大

字

桜

井

二

三

六

番

地

の

一 

 
 
 
 
 
 
 
 

桜

井

市

大

字

桜

井

二

三

九

番

地 

四 

道

路

の

幅

員 

四

・

〇

〇

メ

n

ト

ル

�

四

・

五

〇

メ

n

ト

ル 

五 

道

路

の

延

長 

一

二

二

・

〇

〇

メ

n

ト

ル 

六 

廃

止

年

月

日 

令

和

六

年

五

月

二

十

二

日 

七 

廃

止

番

号 

建

第

Ｒ

六

n

一

号 
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